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法務省の人権擁護機関
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法務省の人権擁護機関の役割

２

人権が尊重され、誰もが安心して暮らせる社会の実現

人権啓発

国民一人一人が、互いの人権を尊重
することの重要性を認識し、その理
念を日常生活に根付かせる活動

様々な活動手法
・人権教室
・人権の花運動
・企業研修
・シンポジウム、講演会
・テレビ、ラジオ等による放送
・新聞、広報誌への掲載
・インターネット広告
・ホームページや動画配信サイ
トでの啓発資料等の公表

人権相談

いじめ、虐待、差別、インターネッ
ト上での誹謗中傷等の様々な人権に
関する相談について、適切な助言等
をすることで問題解決を図る活動

多様な相談ツール
・面談（常設／特設相談所）
・電話（みんなの人権１１０番
等）

・メール（SOS-eメール）
・手紙（こどもの人権SOSミニ
レター）

・チャット（LINEじんけん相談
等）

調査・救済

人権侵害の疑いのある事案について、
被害者の申告等を受けて調査を行い、
事案に応じた適切な措置を講ずるこ
とで問題解決を図る活動

人権侵犯事件の措置
・援助：関係機関等の紹介、

法律上の助言
・調整：当事者間の関係調整
・要請：実効的な対応が可能な

者に対する要請
・説示：人権侵害の加害者等に

対する事理の説示
など



• 法務省の人権擁護機関では、多様性が尊重され、全ての人がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人
生を送ることのできる共生社会の実現に向けて、国民一人一人の人権意識を高め、人権への理解を深めるための
様々な人権啓発活動を展開

• 法務局職員及び人権擁護委員が、地方公共団体や民間企業等と連携し、地域の実情に応じた人権啓発活動を実施

人権教室 全国中学生人権作文コンテスト

人権の花運動

人権啓発冊子・動画

・いじめ等について考える機会を作ることにより、
思いやりの心や命の尊さを学んでもらうことなど
を目的とし実施（令和５年度は、約99万人を対象
に実施）

・人種、障害の有無などの違いを理解し、認め合う
ことの重要性を認識してもらうため、車椅子体
験・障害者スポーツ体験などの体験型人権教室や、
インターネットによる人権侵害への対応として、
携帯電話会社と連携・協力し、スマートフォン等
の安全な利用について学ぶための人権教室を実施

・「ビジネスと人権」に関する国内外の関心を背景
に、企業関係者等を対象に、不当な差別やハラス
メント等、企業が関わる人権問題についての研修
を実施（「大人の人権教室」）

・第42回目を迎えた令和５年度は、約76万人
が参加

・入賞作文の作品集や、作品を題材とした啓
発動画などを作成し、配布・配信

・花の種子等を協力して育てることを
通じ、豊かな心を育み、優しさと思
いやりの心を体得してもらうことを
目的として実施（令和５年度は約42
万人が参加）

・人権課題に対応した啓発冊子・啓
発動画を作成し、配布・配信

啓発動画
「『誰か』のこと じゃない」
感染症編

法務省の人権擁護機関による「人権啓発活動」について
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女性の人権問題に関する人権啓発活動
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（あなたは大丈夫？考えよう！デートDV） （ドメスティックバイオレンス編） （セクシュアルハラスメント編）



あなたは大丈夫？考えよう！デートDVについて
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法務省の人権擁護機関の役割

６

人権が尊重され、誰もが安心して暮らせる社会の実現

人権啓発

国民一人一人が、互いの人権を尊重
することの重要性を認識し、その理
念を日常生活に根付かせる活動

様々な活動手法
・人権教室
・人権の花運動
・企業研修
・シンポジウム、講演会
・テレビ、ラジオ等による放送
・新聞、広報誌への掲載
・インターネット広告
・ホームページや動画配信サイ
トでの啓発資料等の公表

人権相談

いじめ、虐待、差別、インターネッ
ト上での誹謗中傷等の様々な人権に
関する相談について、適切な助言等
をすることで問題解決を図る活動

多様な相談ツール
・面談（常設／特設相談所）
・電話（みんなの人権１１０番
等）

・メール（SOS-eメール）
・手紙（こどもの人権SOSミニ
レター）

・チャット（LINEじんけん相談
等）

調査・救済

人権侵害の疑いのある事案について、
被害者の申告等を受けて調査を行い、
事案に応じた適切な措置を講ずるこ
とで問題解決を図る活動

人権侵犯事件の措置
・援助：関係機関等の紹介、

法律上の助言
・調整：当事者間の関係調整
・要請：実効的な対応が可能な

者に対する要請
・説示：人権侵害の加害者等に

対する事理の説示
など



法務局の主な人権相談窓口
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インターネット人権相談
https://www.jinken.go.jp/

インターネット人権相談 🔍

●受付時間 ２４時間３６５日

みんなの人権１１０番
（全国共通人権相談ダイヤル）

０５７０－００３－１１０
●受付時間 平日午前８時３０分～午後５時１５分

ＬＩＮＥじんけん相談

●受付時間 平日午前８時３０分～午後５時１５分

🔎 @linejinkensoudan



女性の人権ホットライン
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人権相談から問題解決までの流れ
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人権相談におけるDV事案への対応
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○被害者に同居するこどもがいる場合

DVによる被害がこどもにも及ぶ可能性があることを考慮し、身体的暴力がある場合には、
こどもを連れて避難することの検討を促す。
こどもへの暴力がない場合でも、面前DV（※）でこどもに心理的外傷を与える恐れがある

ことの気付きを促す。

※こどもの目の前で配偶者や家族に対して暴力（身体的暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす
言動）を振るうこと。

○身体的暴力がある場合

相談者の意向を確認しつつ、配偶者暴力相談支援センター又は警察への通報を検討する。
相談者が直接法務局へ訪れた場合や、近隣から電話をしている場合には、配偶者暴力相談

支援センター等への同行も積極的に行う。

○身体的暴力以外の場合

相談者に寄り添って話を聞くとともに、相談者が置かれている状況はDVであって、親族や
公的機関等外部の介入が望ましい問題であることの気付きを促す。
また、相談内容を整理し、人権侵犯事件としての調査を含む適切な制度や、配偶者暴力相

談支援センターを含む関係機関について情報提供を行う。



配偶者暴力防止法の一部改正
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内閣府男女共同参画局作成資料
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・・・令和５年改正法が施行されることに伴い、配偶者暴力事案を認知した場合には専掌機関である
配偶者暴力相談支援センター等に通報することはもとより、関係機関等による協議会が構成されてい
る場合には、これに積極的に参加して関係機関等との連携・協力を強化し、被害者の救済を念頭に
おいた対応に努められるよう、今後ともよろしくお願いします。
・・・

令和６年３月７日付け法務省人権擁護局調査救済課補佐官事務連絡（抄）

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係機関との連携等について



女性支援新法
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厚生労働省作成資料
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記
１ 人権相談及び人権侵犯事件の調査処理等における留意点

(1) 人権相談

人権相談において、法第９条に規定する女性相談支援センター、法第１１条に規定する女性相
談支援員、法第１２条に規定する女性自立支援施設等の支援に関わる関係機関（以下「支援機
関」という。）による支援が適当と考えられる者を把握した場合には、相談者に対して、支援の内容
を示した上で、相談者の意向に応じて、当該支援の内容に関わる適切な支援機関を紹介すること。
・・・

(2) 人権侵犯事件の調査処理

人権相談を通じて、人権侵犯により被害を受け、又は受けるおそれがある者を発見し、法務省の
人権擁護機関による関与を求められた場合には、人権侵犯事件に切り替え、支援機関に対し必
要な支援を要請するなど適切に対応すること。

(3) 支援調整会議の活用

・・・貴局管内の地方公共団体において同会議が組織された場合にあっては、積極的にこれに参
加するとともに、以下のとおり対応すること。

ア 関係機関等による重層的な支援が必要であると考えられる者を発見した場合には、主催者に
対し、個別ケース検討会議の開催を要請して、同会議において支援機関に対し、必要な措置を
依頼することを検討すること。

令和６年３月７日付け法務省権調第38号法務省人権擁護局総務課長・調査救済課長依命通知（抄）

「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」の施行を踏まえた適切な対応について 1/2
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イ 関係機関等から、上記ア以外の個別事案に係る個別ケース検討会議への参加要請があった
場合には、これに応じるとともに、人権侵犯事件の端緒となる事実に接し、人権侵犯事件調査
処理規程（平成１６年法務省訓令第２号）第２条の目的に照らして相当と認めるときは、同規程
第８条第２項に基づき、遅滞なく必要な調査を行うこと。

(4) その他

支援機関との連携を円滑に行うため、日頃から当該支援機関と情報交換を行うなどして協力関
係を構築しておくとともに、女性相談支援センター及び女性相談支援員から対象者の支援に関す
る協力依頼があった場合には、法第１４条の趣旨に鑑み、適切に対応すること。

２ 女性相談支援センター等に対する人権擁護委員の協力及び連携について

本通知本文に記載のとおり、法第１４条において、人権擁護委員は、法の施行に関し、女性相談
支援センター及び女性相談支援員に協力するものとする旨規定され、具体的には、基本方針第２
の４．(5)において、人権擁護委員は、女性相談支援センターや女性自立支援施設等による支援が

適当と考えられる者を発見した場合は、女性相談支援センターをはじめ、各自治体の女性相談支
援員、女性相談窓口と積極的に連携することが望ましいとされていることから、女性相談支援セン
ター等と積極的に協力及び連携を図ること。

令和６年３月７日付け法務省権調第38号法務省人権擁護局総務課長・調査救済課長依命通知（抄）

「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」の施行を踏まえた適切な対応について 2/2
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御清聴ありがとうございました。


